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家庭支援事業の現状と課題

児童家庭福祉研究部 坂本 健

　　要約

　子育ての社会的支援体制の確立にむけて，近年，児童家庭福祉分野を中心として，施策の拡大がはかられてきたら

確かに，入所児童を対象とするサービスとは異なり，家庭支援事業の実施にあたっては，①実施機関の役割，②サー

ビスの利用者，③費用負担のあり方等，いくつかの重要な課題が存在する。しかし，社会全体が鰯力して家庭を支援

しなければならないという視点に基づき，家庭支援事業の拡大をはかる必要がある。 その場合・養護施設をはじめと

する児童福祉施設が地域の資源となり，家庭支援にむけての中心断贈1を担うことが求められる。
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　　Abstract
　Inrecentyears，weエ1－beingofchildandfamilyservices軍eexpandedtowardtheestablis㎞entof

socialsupPortsyst㎝forchild－rearing．D庶erfromthes㏄vicesprovidedto七hechildrenplacedin

institu㌻i・n，thereareseveralmatterst・bes・lvedinimplementati・n・fchildandfamilysupP・rt
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　1　はじめに
　社会福祉8法改正の理念にも見られるとおり，地域福

祉の推進に伴い，児童家庭福祉の分野においても，地域

において子ども・家庭を支えるための，子育てに対する

社会的支援体制づくりを強化していくことが求められて

いる。とりわけ家庭機能の脆弱化や変化にともない，今

日では親の病気や出産という日常的な問題が．養育能力

の低下に直結しかねない状況がある。こうした家庭の一

時的危機状況に対し，養護施設をはじめとする入所型施

設等において，どのような家庭支援が可能であるか。養

護系施設は。入所児童とその家族に対するサービスにプ

ラスして，地域社会における子育て支援機関として，地

域の福祉資源となることが求められている。その場合，

施設機能の中で，家庭における養育を支援し，不足する

部分を補うr補完」機能を地域にむけて展開することで

ある。この補完機能を具現化したサービスとして家庭支

援の重要なメニューとして考えられるのが，養護施設等

における家庭支援事業である。そこで本稿では，ショー

トステイをはじめとする家庭支援事業の現状と課題につ

いて検討を加える。

　”　家庭支援事業の現状と課題

　養護施設等における家庭支援事業には，表1に示すと

おり，平成2年度から開始されたr家庭養育支援事業

（ショートステイ）」，平成3年度開始のr父子家庭等児

童夜間養護事業（トワイライトステイ）j，平成5年度スr

タートのr子育て支援短期利用モデル事業（子どものシ

ョートステイ）』の3種類の事業があるP。ここではまず

それぞれの事業別に，現状と問題点等を明らかにする。

　1）家庭養育支援事業（ショートステイ）

　ひとり親家庭を対象とした事業である。表2でみるよ

うに，西日本地域を中心として全国28府県・5指定都市で

表1家庭支援事業一覧

事業名 開始年月 実施主体 利用　対象者 実施施設 内．容

家庭養育支援事業

ショートステ
）

H2．4。1 都道府県

定都市

児童を養育している母子家庭・父

家庭・養育者家庭の保護者が，

病，出産，事故等の事由によ

，一 的に家庭における養育を

養護施設・母子寮等

児童福祉施設及ぴ 1謬翫
内）

行うことが極めて困難となった家

1庭の児童

養護施設不登校児 H3。4．1 ①に掲げる家庭環境にあり，また 養護施設のうち不登 ・生活訓

童特別指導事業 児童が②に掲げる状態を示すもの 校児童に対し特別な 練，奉仕活

①家庭環境；保護者の不在，保護 指導等を行う施設と 動体験等の

者の養育上の問題（虐待・放任 して，都道府県知事 生活指導

等）②児童の状態＝不安，無気 （指定都市市長）が ・カウンセ

力，孤立等の状態を示し。または 指定した施設 リング等の

心身症状等を訴え登校しない児童 心理療法

父子家庭等児童夜 H3．4。1 都道府県 父等の仕事等が恒常的に夜間にわ 児童福祉施設及び里 ・生活指導

問養護事業（トワ 指定都市 たる父子家庭等の児童 親等 ・夕食の提

イライトステイ） 供ほか

子育て支援短期利 H5。4。1 市町村 児童の保護者が疾病，出産，看 乳児院・養護施設・ 養育（7日
用モデル事業（子 （特別 護．事故及び災害の事由により， 母子寮等の児童福祉 以内）

どものショートス 区） 児童の養育が一時的に困難となっ 施設及ぴ里親

テイ） た家庭のシ瞳
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表2平成5年度ショートステイ等家庭支援事業実施状況
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実施されている。実施施設としては，養護施設が全国

530施設のうち4割にあたる212施設，乳児院16施設
（13．7％），里親218人， その他の児童福祉施設となって

いる。ショートステイは，緊急時の子どもの養育を親族

や近隣に確保できないひとり親家庭にとって，精神的な

安心感を与えるという効果がある。しかし平成5年度の

利用予定児童数は全国で1，403人であった。

　ショートステイの検討課題としては，他の家庭支援事

業とも共通するが，期間の問題がある。「家庭養育支援事

業実施要綱」によると，緊急保護の期間は。7日以内と

なっている。しかし→列として出産による利用を想定し

た場合，1週間では短いのではないかと考えられる。必

要に応じて再認定を行うこととなっているが，柔軟な運

用が求められよう。っぎに施設で受け入れたう瞳に対す

る処遇の問題である。幼児の場合では，子どもが慣れる

のに時間を要し，その間保母の負担が大きくなることが

予想される。また7日以内という限られた期間での引き

取りを可能にするための，親への事前事後の働きかけ

や，関係機関との連携等も課題である。

　2）父子家庭等児童夜間養護事業（トワイライトステ

　　ィ）

　トワイライトステイは，制度開始時にトワイライトと

いう名前が大きく報道され，注目されて発足した制度で

ある。平成5年度では18府県・1指定都市で実施されてい

る（表2）。トワイライトステイの難点は，養護時間が最

大22時までという時間から派生する問題である。学齢児

童が22時に帰宅するというのは，かなりの身体的精神的

負担となり，疲労度が大きいものと推察される。このよ

うな生活が続くと，学校生活への影響だけでなく，健康

面に対してもその影響が危惧される。そして24時間社会

の到来によ？て，22時までの養護でもカバーできないケ

ースも発生している。しかし現行以上の養護時間の延長

は，児童及び施設側の負担が大きくなり現実的ではない

と思われる。また時間の問題と関連して送迎，とりわけ

送りの問題が利用上の制約となっているようである。実

施施設に子どもが学校から歩いオ通えれぱよいのだが，

実際問題として難しいケースのほうが多いだろう。アク

セスの確保も残された課題である。

　トワイライトスティはノ1、学生をターゲットにした制度

であるが，ノ1、学生ならばある程度一人で留守番すること

も可能である。もし父親等が仮に19時ぐらいに帰宅する

とするならばド児童ク ラブが17時に終った後の2時間で

あれぱ，実際問題として子どもだけで生活してもその多

くは大丈夫なケースであり， 親自身も不安を抱いていな

い場合が多いのではないだろうか。もちろんそれは子ど

ものウエルピーイングの観点からみれぱ推奨できること

ではない。国民全体の意識改革も必要となるだろう。む

しろここで問題となるのは，夏休み等の長期休暇時にお

ける対応である。通所児毫に対してどのようなプログラ

ムを用意できるか。施設の力量がとわれる。また児童館

や児童クラブとの連携もより重要となるに違いない。

　以上述べたように，検討すべき課題は少なくない。し

かしショートステイ及びトワイライトステイは，ひとり

親家庭が地域で生活を継続させるために大きな効果を有

していると思われる。制度の拡充を期待したいところで

ある。

　3）子育て支援短期利用モデル事業（子どものショ

　　ートステイ）

　前二者はひとり親家庭を対象とした事業であったが，

r子育て支援短期利用モデル事業』は，平成5年度から

スタートしたぱかりで市区町村が実施主体となった，一

般家庭までを含めた家庭支援事業である。平成5年度で

は25市2区16町2村（中国・四国・九州地区を中心とし

た14都道県と大阪圏3指定都市）で実施された（表2）。

当初，41市2区143町21村と207市区町村が登録されて

いたが，事業実施は45市区町村にとどまった。これは平

成5年度からの新規事業であったために，P．．R不足の

ために実施を見送った市町村があること，県によらては

過疎地域の町村が多く登録したが，二一ズがなく利用児

童が見込まれないために実施を中止したこと，などの理

由によるところが大きいと考えられる。

　実施市区町村の場合でも，利用予定児童数は1，208人

（神戸市は利用要件の範囲が異なるため含まず）であ

り，これは多いとはいえない数字である。こうした背景

として考えられることは。r般家庭の場合，保護者の疾

病や出産等で養育者を欠いた場合でも，一時的なもので

あれば，一方の親の努力や，親族の援助等で何とかのり

きれる場合が多いことである。これは児童相談所の養護

相談において，たとえば母親の緊急入院等の理由で施設

入所を希望して来所したケースでも，短期ならぱ結局は

祖母が面倒を見てくれることになった，というタイブの

終結が多いことからも推察される2》（ただしこうしたケ

ースに，入所施設を利用するという概念で対応がはから

れるようになったのは大きな成果であると考えられる）。

　っぎに利用者側から検討した場合には，費用負担の問

題がある。1日当りの負担額は，2歳未満6，000円，2

歳以上4，250円（平成5年度）と，保護者の負担は決し

て小さくはない（もちろん生活保護世帯や市町村民税非
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課税世帯等は減免される）．特に再認定を繰り返せぱ，か

なりの金額となる。さらにひとり親に限定した制度では

あるが，先にあげたショートステイやトワイライトステ

イの負担額とは格差が生ずる。より利用者層を拡大する

方向性ならば。負担額のあり方について検討の余地があ

るだろう。

　利用に当っての問題点として，きょうだいケースの場

合にしばしぱ生ずる問題がある。それは乳児と幼児を預

けたいといったケースの場合である。養護施設では乳児

を受け入れることはできない。かといってきょうだいを

分離して預かるというのは子どもにとっても，また親に

とっても承諾しがたい話である。子どもが小さければ小

さいほど，また子どもの数が1人より2人，2人より3

人と多いほど，利用への二一ズは高いはずである。きょ

うだいが一緒に預けられるようにするための方途を検討

する必要がある。

　ショートステイやトワイライトステイとは異なり，子

どものショートステイの実施主体は市町村と特別区であ

る。ということは，他の事業とは違い，市町村にも％の

費用負担が課せられる。同じ家庭支援事業でも，ひとり

親家庭を対象としたショートステイオは都道府県・指定

都市の負担が％，一方r般家庭を対象とした子どものシ

ョートステイでは都道府県・指定都市の負担は％であ

る。実施主体にとって，1／6の費用負担の差は決して小さ

いものではない。このために都道府県と市町村の関係が

複雑になりかねない。費用負担のために，市町村が積極

的な取り組みを躊躇するようなことがあれば，それは憂

慮すべき事態である。財政基盤の弱い市町村が少なくな

い今日，国，都道府県・指定都市，市町村（特別区）と

いう3者間の費用負担のあり方についての検討が大きな

課題としてあげられる。同時に地方自治体の財政基盤を

強化するような，抜本的な財政改革が求められよう。

　子どものショートステイは，一般家庭を対象とした制

度であるところに大きな意味がある。つまり必要とする

ならば誰もが利用可能なのである。今後制度の成熟化，

また将来にわたってはr家庭養育支援事業」とr子育て

支擾短期利用モデル事業』の統合化にともない，どのよ

うな制度に移行していくかが注目される。いずれにせ

よ。家庭支援事業の必要性はますます高まることだけは

間違いない。利用者側の視点にたった家庭支援事業。児

童家庭施策の推進がはかられるよう注視する必要があ
る。

IIl家庭支援事業の拡大にむけて

前項では家庭支援事業の事業別にその課題を整理し

た。本項では，家庭支援事業の拡大にむけての課題及び

方向性にっいて検討する。

　第1に調査認定機関についてである。ショートステ

イ・ トワイライトステイともに児童相談所が多くをし

め，一部福祉事務所となっている。ここで問題となるの

が，児童相談所・福祉事務所の役割である5両機関がど

のようにして対象児童の把握に努めるかが鍵となる。平

成5年度から実施されたr子育て支援短期利用モデル事

業」の場合でも。児童の養育が一時的に困難となった家

庭の児童の存在をどのようにしてキャッチするかという

問題が残される。児童相談所・福祉事務所ともに機能強

化が必須の課題である。もちろん， 民生委員児童委員

（主任児童委員）・母子相談員等との有機的な連携と地域

のネットワークづくりが不可欠である。なお申し込みの

簡素化等についても，留意しておきたい事項である。

　第2に，全般的に事業開始後年月を経過していないこ

ともあって，全国的にみて行政の取り組みに相違が見う

けられる。地域特性等の違いが存在することから，全国

一律的な家庭支援事業の実施はあまり意味がなく，効率

的ではない。むしろ地域にあった施策を展開していくこ

とが肝要である。そのためにはまず住民の二一ズを正確

に把握することからはじめなけれぱならない。大都市，

地方都市，町村部によって，施策の必要性や求められる

ものは自ら異なって当然である。要は行政や養護施設等

児童福祉施設が，住民の声をキャッチし，それを施策に

反映できるかどうかである。その意味で養護施設等で

は，日常的に利用者と接していることからくる蓄積を生

かし，利用者の生の声を代弁していくことが要請され

る。

　第3に，今日児童福祉施設にとってますます深刻度を

深めつっあるのが，暫定定員の問題である。結局のとこ

ろ，地域児童をいくら受けいれたとしても，定員充足に

はならない。当り前のことであるが，地域児童は措置児

童ではない。施設にとって欲しいのは，措置された児童

なのである。こうしたことから，家庭支援事業への取り

組みに積極的でない施設も一部に見られる。このような

施設に対しては，意識の改革を求めたいところである

が，いずれは自然淘汰されていくであろう。だが施設側

だけの問題ではない。民間の独自の活動や地域にむけて

の取り組みに対しては，これまで以上に公的な援助がな

されるように配慮を求めたいと思う。また児童福祉施設

最低基準のなかに，地域活動のために必要な物的・人的

基準が組みこまれることを求めたい。なぜなら十分な条

件整備がはかられなけれぱ，入所児童の生活権を侵害す

る危険を否定できないからである。
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　第4に，家庭支援事業は，入所児童への処遇とリンク

して成立していることを忘れてはならない。家庭支援事

業を通して，入所児童の社会関係の拡大といった処遇面

への効果や，施設に対する理解の深まりが期待される。

それ故に，専門的なレベルの商いサービスを提供できる

よう．不断の努力が求められる。

　第5に，養護施設をはじめとして乳児院，母子寮。虚

弱児施設等それぞれの児童福祉施設が家庭支援事業を実

施もしくは計画している。これらの児童福祉施設は，一

般的にみて適正配置には程遠く。設置数も多くない。し

たがって，地域福祉計画の中で，各児童福祉施設が横の

つながりを強化すると共に，施設機能にそった協働と役

割分担のあり方を，小地域を舞台として構築していく必

要がある。

　第6に，地域からの信頼を得るために，施設は運営の

社会化を推進しなけれぱならない。親族経営や世襲性は

早急に改めるぺきである。これが実現できないならぱ。

地域からの信頼を得るのは不可能である。

　家庭支援事業の実施に当たっては，これまで述ぺてき

たように少なからず課題が存在する。今後はこうした課

題を克服しながら，全国的に家庭支援のネットワークを

ひろげ，それを組織化していくことが，21世紀にむけて

の養護施設をはじめとする児童福祉施設の役割である。

【注】

1）養護施設ではこの他にr養護施設不登校児童特別指

　導事業」が行われている。この事業の問題点等につ

　いては，坂本　健r圭遡或福祉の展開と児童福祉施設

　の役割j日本総合愛育研究所r子ども家庭福祉情
　報』7号（1993．10）P45を参照されたい。、

2）坂本健r養護相談の推移と課題」r日本総合愛育

　研究所紀要』第29集（1993。6）P154
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